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松
生
　
光
正
　
教
授
　
著
作
目
録

著
書
、
編
著
（
教
科
書
等
の
一
部
執
筆
）

『
刑
法
教
科
書
総
論
（
上
）』（
伊
藤
寧
・
川
口
浩
一
・
葛
原
力
三
と
共
著
）�

嵯
峨
野
書
院　
　
　

一
九
九
二
年

『
刑
法
と
現
代
社
会
（
改
訂
版
）』（
竹
内
正
・
伊
藤
寧
編
）�

嵯
峨
野
書
院　
　
　

一
九
九
三
年

『
新
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル　

刑
事
訴
訟
法
３
』（
高
田
卓
爾
・
鈴
木
茂
嗣
編
）�

三
省
堂　
　
　

一
九
九
五
年

論
文「

過
失
に
よ
る
共
犯
（
一
）」�

（
法
学
論
叢
一
一
七
巻
一
号
）　　
　

一
九
八
五
年

「
過
失
に
よ
る
共
犯
（
二
完
）」�

（
法
学
論
叢
一
一
七
巻
五
号
）　　
　

一
九
八
五
年

「
錯
誤
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
」�

（
犯
罪
と
刑
罰
二
号
）　　
　

一
九
八
六
年

「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
条
件
付
き
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
」�

（
姫
路
法
学
一
号
）　　
　

一
九
八
八
年

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
に
関
す
る
一
考
察
」�

（
姫
路
法
学
二
号
）　　
　

一
九
八
九
年

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
と
し
て
の
刑
事
裁
判
」

�

姫
路
獨
協
大
学
公
開
講
座
運
営
委
員
会
『
現
代
社
会
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』　　
　

一
九
八
九
年

「
共
同
正
犯
─
─
行
為
支
配
説
の
検
討
─
─
」

�

中
山
研
一
ほ
か
編
『
刑
法
理
論
の
探
究　

中
義
勝
先
生
古
稀
祝
賀
』　　
　

一
九
九
二
年

「
妊
娠
中
絶
の
違
法
性
」�

（
犯
罪
と
刑
罰
九
号
）　　
　

一
九
九
三
年

「
刑
法
第
六
五
条
の
「
身
分
」
概
念
に
つ
い
て
（
１
）」�
（
姫
路
法
学
一
八
号
）　　
　

一
九
九
六
年
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「
不
作
為
に
よ
る
関
与
と
犯
罪
阻
止
義
務
」�

（
刑
法
雑
誌
三
六
巻
一
号
）　　
　

一
九
九
六
年

「
輸
血
拒
否
に
関
す
る
刑
事
責
任
」�

『
生
命
と
刑
法　

中
山
研
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
』　　
　

一
九
九
七
年

「
連
続
的
な
犯
罪
行
為
の
訴
訟
法
的
問
題
」�

（
刑
法
雑
誌
三
七
巻
一
号
）　　
　

一
九
九
七
年

「
刑
法
第
六
五
条
の
「
身
分
」
概
念
に
つ
い
て
（
２
）
完
」�

（
姫
路
法
学
二
三
・
二
四
合
併
号
）　　
　

一
九
九
八
年

「
刑
法
第
六
五
条
の
「
身
分
」
の
概
念
に
つ
い
て
」�

（
刑
法
雑
誌
三
八
巻
一
号
）　　
　

一
九
九
八
年

「
過
失
犯
と
客
観
的
帰
属
論
」�

（
現
代
刑
事
法
四
号
）　　
　

一
九
九
九
年

「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
（
一
）」�

（
姫
路
法
学
二
七
・
二
八
合
併
号
）　　
　

一
九
九
九
年

「
過
失
と
共
犯
」�

（
刑
法
雑
誌
四
〇
巻
二
号
）　　
　

二
〇
〇
一
年

「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
（
二
）
完
」�

（
姫
路
法
学
三
一
・
三
二
合
併
号
）　　
　

二
〇
〇
一
年

「
救
助
的
因
果
経
過
の
中
断
に
つ
い
て
（
一
）」�

　
（
姫
路
法
学
三
三
号
）　　
　

二
〇
〇
一
年

「
救
助
的
因
果
経
過
の
中
断
に
つ
い
て
（
二
）」�

（
姫
路
法
学
三
四
・
三
五
合
併
号
）　　
　

二
〇
〇
二
年

「
法
益
と
し
て
の
「
名
誉
」
に
つ
い
て
」�

（
姫
路
法
学
三
六
号
）　　
　

二
〇
〇
二
年

「
結
果
的
加
重
犯
と
共
犯
」�

（
現
代
刑
事
法
四
八
号
）　　
　

二
〇
〇
三
年

「H
irntod�und�Personenbegriff

」

�
hrsg.�H

irokazu�K
aw

aguchi�und�K
urt�Seelm

ann
『Rechtliche�und�ethische�Fragen

�
der�T

ransplantationstechnologie�in�einem
�interkulturellen�V

ergleich

』

�
(A

rchiv�für�Rechts-�und�Sozialphilosophie,�Beiheft�86)　
　
　

�

二
〇
〇
三
年

「
刑
事
弁
護
人
の
訴
訟
協
力
義
務
」�

（
姫
路
法
学
三
八
号
）　　
　

二
〇
〇
三
年

「
救
助
的
因
果
経
過
の
中
断
に
つ
い
て
（
三
）
完
」�

　
（
姫
路
法
学
三
九
・
四
〇
合
併
号
）　　
　

二
〇
〇
四
年
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「
テ
ロ
と
刑
法
─
─
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
二
九
条
ａ
を
め
ぐ
る
議
論
を
素
材
と
し
て
」

�

姫
路
獨
協
大
学
「
戦
争
と
平
和
」
研
究
会
編
『
戦
争
と
平
和
を
考
え
る
』　　
　

二
〇
〇
六
年

「
正
犯
者
に
お
け
る
客
体
の
錯
誤
の
共
犯
者
へ
の
帰
属
」

�

斉
藤
豊
治
ほ
か
編
『
神
山
敏
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
』　　
　

二
〇
〇
六
年

「
引
き
受
け
過
失
に
つ
い
て
」�

三
井
誠
ほ
か
編
『
鈴
木
茂
嗣
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
上
巻
』　　
　

二
〇
〇
七
年

「D
ie�Rolle�der�Ehre�im

�Strafrecht�in�Japan

」

�
Silvia�T

ellenbach�(H
rsg.)

『D
ie�Rolle�der�Ehre�im

�Strafrecht

』　　
　

二
〇
〇
七
年

「
共
同
正
犯
の
構
造
に
つ
い
て
」�

（
法
政
研
究
七
六
巻
四
号
）　　
　

二
〇
一
〇
年

「
客
観
的
帰
属
論
と
過
失
共
犯
」�

（
刑
法
雑
誌
五
〇
巻
一
号
）　　
　

二
〇
一
〇
年

「
例
外
状
態
と
正
当
化
」�

（
ノ
モ
ス
（
関
西
大
学
法
学
研
究
所
）
三
〇
号
）　　
　

二
〇
一
二
年

「
例
外
状
態
と
国
家
的
行
為
の
正
当
化
」�

　
（
刑
法
雑
誌
五
三
巻
一
号
）　　
　

二
〇
一
三
年

「
刑
法
上
の
占
有
概
念
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
」�

（
法
政
研
究
八
〇
巻
二
・
三
合
併
号
）　　
　

二
〇
一
三
年

「
緊
急
状
態
に
よ
る
正
当
化
」�

�

『
例
外
状
態
と
法
に
関
す
る
諸
問
題
』（
関
西
大
学
法
学
研
究
所
研
究
叢
書
第
50
冊
）　　
　

二
〇
一
四
年

「
押
し
つ
け
ら
れ
た
緊
急
救
助
」

�

『
続
・
例
外
状
態
と
法
に
関
す
る
諸
問
題
』（
関
西
大
学
法
学
研
究
所
研
究
叢
書
第
54
冊
）　　
　

二
〇
一
六
年

「
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
」�

井
田
良
ほ
か
編
『
浅
田
和
茂
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
〔
上
巻
〕』　　
　

二
〇
一
六
年

「
国
家
と
緊
急
救
助
」�

『
法
の
理
論
35
』　　
　

二
〇
一
七
年

「inus

条
件
論
の
刑
法
的
意
義
」�

井
田
良
ほ
か
編
『
山
中
敬
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
〔
上
巻
〕』　　
　

二
〇
一
七
年
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「
連
鎖
的
共
犯
に
つ
い
て
」

�
伊
東
研
祐
ほ
か
編
『
市
民
的
自
由
の
た
め
の
市
民
的
熟
議
と
刑
事
法
：
増
田
豊
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』　　
　

二
〇
一
八
年

判
例
研
究
・
評
釈
等

「
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
の
限
界
付
け
─
─K

atzenkönig

事
件
（BGH
,�N

JW
�1989,�912

）
─
─
」

�

（
姫
路
法
学
四
号
）　　
　

一
九
八
九
年

「
誤
想
防
衛
と
過
剰
防
衛
（
１
）
最
高
裁
昭
和
二
四
年
四
月
五
日
第
三
小
法
廷
判
決
」

�

『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
（
第
四
版
）』　　
　

一
九
九
七
年

「
不
作
為
に
よ
る
幇
助
─
─
犯
罪
防
止
義
務
を
否
定
し
た
事
例
─
─
東
京
高
裁
平
成
一
一
年
一
月
二
九
日
判
決
」

�

（
判
例
セ
レ
ク
ト
‘99
）　　
　

二
〇
〇
〇
年

「
不
作
為
に
よ
る
幇
助
─
─
作
為
と
同
視
し
得
な
い
と
さ
れ
た
事
例
─
─
釧
路
地
裁
平
成
一
一
年
二
月
一
二
日
判
決
」

�

（
判
例
セ
レ
ク
ト
‘99
）　　
　

二
〇
〇
〇
年

「
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
を
認
め
た
事
例
─
─
札
幌
高
裁
平
成
一
二
年
三
月
一
六
日
判
決
」

�

（
判
例
セ
レ
ク
ト
‘00
）　　
　

二
〇
〇
一
年

「
旧
政
治
資
金
規
正
法
二
五
条
一
項
の
収
支
報
告
虚
偽
記
入
罪
と
身
分
犯
」�『
平
成
一
二
年
度
重
要
判
例
解
説
』　　
　

二
〇
〇
一
年

「
事
実
証
明
に
関
す
る
文
書
の
意
義
」�
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
（
第
五
版
）』　　
　

二
〇
〇
三
年

「
社
交
儀
礼
と
賄
賂
罪
」�
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
（
第
六
版
）』　　
　

二
〇
〇
八
年

「
間
接
正
犯
」�

『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
（
第
七
版
）』　　
　

二
〇
一
四
年

「
身
代
わ
り
犯
人
と
犯
人
隠
避
罪
の
成
否
」�

『
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
（
第
七
版
）』　　
　

二
〇
一
四
年
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翻
訳
・
文
献
紹
介
そ
の
他

「
ヒ
ン
リ
ッ
ヒ
・
リ
ュ
ー
ピ
ン
グ
「
親
衛
隊
─
─
警
察
裁
判
所
を
例
と
し
た
国
家
社
会
主
義
の
裁
判
」」（
文
献
紹
介
）

�

（
警
察
研
究
五
五
巻
九
号
）　　
　

一
九
八
四
年

「
ロ
ク
シ
ン
「BGH

,�U
rt.�v.�5.�7.�1983—

StR�168/83

の
評
釈
」」（
文
献
紹
介
）�（
警
察
研
究
五
六
巻
三
号
）　　
　

一
九
八
五
年

「
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス
「
刑
法
総
論
（
１
）
第
一
部
第
一
章
第
一
節
Ⅰ
～
Ⅳ
」」（
文
献
紹
介
）

�

（
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
二
号
）　　
　

一
九
八
五
年

「
オ
タ
・
ヴ
ァ
イ
ン
ベ
ル
ガ
ー
「
形
式
的
―
目
的
主
義
的
行
為
論
と
刑
法
」」（
文
献
紹
介
）

�

（
龍
谷
法
学
一
八
巻
四
号
）　　
　

一
九
八
六
年

「
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス
「
刑
法
総
論
（
４
）
第
二
部
第
一
編
第
一
章
第
七
節
第
一
項
Ⅰ
～
Ⅱ
」」（
文
献
紹
介
）

�

（
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
五
号
）　　
　

一
九
八
六
年

「
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス
「
刑
法
総
論
（
６
）
第
二
部
第
一
編
第
一
章
第
七
節
第
一
項
Ⅷ
」」（
文
献
紹
介
）

�

（
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
七
号
）　　
　

一
九
八
七
年

「
Ｗ
・
ハ
ッ
セ
マ
ー
「
テ
ロ
犯
罪
の
場
合
の
王
冠
証
人
規
定
」」（
文
献
紹
介
）�

（
警
察
研
究
五
九
巻
一
二
号
）　　
　

一
九
八
八
年

「
ベ
ル
ン
ト
・
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
「
刑
法
上
の
体
系
思
考
に
関
す
る
序
論
」」（
翻
訳
）

�

ベ
ル
ン
ト
・
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
著
編
、
中
山
研
一
・
浅
田
和
茂
監
訳
『
現
代
刑
法
体
系
の
基
本
問
題
』　　
　

一
九
九
〇
年

「
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス
「
刑
法
総
論
（
13
）
第
二
部
第
一
編
第
三
章
第
一
九
節
」」（
文
献
紹
介
）

�
（
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
五
号
）　　
　

一
九
九
〇
年

「
Ｍ
・
ケ
ー
ラ
ー
「
身
上
配
慮
と
堕
胎
禁
止
」」（
文
献
紹
介
）�

（
奈
良
法
学
会
雑
誌
第
二
巻
四
号
）　　
　

一
九
九
〇
年

『
刑
事
訴
訟
法
公
判
手
続
対
案
』�

（
ド
イ
ツ
対
案
グ
ル
ー
プ
著
、
浅
田
和
茂
監
訳
、
川
口
浩
一
ら
と
共
訳
）　　
　

一
九
九
一
年
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「
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス
「
危
険
競
合
─
─
刑
法
に
お
け
る
侵
害
経
過
と
経
過
仮
定
」」（
翻
訳
）

�

（
姫
路
法
学
八
号
）　　
　

一
九
九
一
年

「
Ｏ
・
ベ
ー
レ
ン
ツ
「
自
由
法
運
動
か
ら
具
体
的
秩
序
思
想
及
び
形
成
思
想
へ
」」（
文
献
紹
介
）

�

（
警
察
研
究
六
二
巻
七
号
）　　
　

一
九
九
一
年

「
ジ
ュ
リ
オ
・
デ
シ
モ
ー
ネ
「
イ
タ
リ
ア
刑
法
に
お
け
る
団
体
の
刑
事
責
任
の
諸
問
題
」」（
翻
訳
）

�

（
姫
路
法
学
二
〇
号
）　　
　

一
九
九
六
年

「
ジ
ュ
リ
オ
・
デ
シ
モ
ー
ネ

　
　
　
「
イ
タ
リ
ア
刑
法
体
系
に
お
け
る
解
釈
論
上
の
概
念
及
び
憲
法
上
の
原
理
と
し
て
の
責
任
」」（
翻
訳
）

�

（
姫
路
法
学
二
〇
号
）　　
　

一
九
九
六
年

「
書
評　

林
陽
一
著
『
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
理
論
』」（
書
評
）�

（
現
代
刑
事
法
三
一
号
）　　
　

二
〇
〇
一
年

「
パ
オ
ロ
・
ベ
ッ
キ

　
　
　
「
臓
器
移
植
に
関
す
る
イ
タ
リ
ア
の
新
た
な
法
律
（
一
九
九
九
年
の
第
九
号
）
と
そ
の
適
用
」」（
翻
訳
）

�

（
姫
路
法
学
三
九
・
四
〇
合
併
号
）　　
　

二
〇
〇
四
年

「
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
公
然
性
」�

三
原
憲
三
・
津
田
重
憲
・
関
哲
夫
編
『
刑
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
〔
各
論
〕』　　
　

二
〇
〇
六
年

「
単
純
賭
博
罪
」�

三
原
憲
三
・
津
田
重
憲
・
関
哲
夫
編
『
刑
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
〔
各
論
〕』　　
　

二
〇
〇
六
年

「
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ェ
ヒ
「
臨
死
介
助
の
法
的
諸
問
題
」」（
翻
訳
）�

（
法
政
研
究
七
二
巻
四
号
）　　
　

二
〇
〇
六
年

「
ク
ル
ト
・
ゼ
ー
ル
マ
ン
『
法
哲
学
』（
第
四
版
・
二
〇
〇
七
年
）（
４
）」（
翻
訳
）

�

（
関
西
大
学
法
学
論
集
六
〇
巻
二
号
）　　
　

二
〇
一
〇
年

「
ク
ル
ト
・
ゼ
ー
ル
マ
ン
『
法
哲
学
』（
第
四
版
・
二
〇
〇
七
年
）（
５
）」（
翻
訳
）
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�

（
関
西
大
学
法
学
論
集
六
〇
巻
四
号
）　　
　

二
〇
一
〇
年

「
中
立
的
行
為
と
幇
助
」�

三
原
憲
三
・
津
田
重
憲
・
関
哲
夫
編
『
刑
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
〔
総
論
〕
第
二
版
』　　
　

二
〇
一
二
年

「
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
パ
ヴ
リ
ッ
ク
『
市
民
の
不
法
』（
７
）
第
二
章
Ｂ
」（
翻
訳
）

�

（
関
西
大
学
法
学
論
集
六
五
巻
一
号
）　　
　

二
〇
一
五
年

「
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
パ
ヴ
リ
ッ
ク
『
市
民
の
不
法
』（
11
）
第
三
章
Ａ
」（
翻
訳
）

�

（
関
西
大
学
法
学
論
集
六
五
巻
六
号
）　　
　

二
〇
一
六
年

「
飯
島
コ
メ
ン
ト
へ
の
リ
プ
ラ
イ
」�

『
法
の
理
論
36
』　　
　

二
〇
一
八
年


